
【機密性２】

①

臨時試験主催者（水産団体、水産高校等）

受験希望者数の報告

承諾内定の連絡
臨時試験予定
情報の展開
※3月上旬目処

受入確認結果の報告
※受験を希望する臨時試験

期日の 1ヶ月前迄

国土交通省
（本省・地方局）

追加受入可否の確認

受験申請

「海技士確保に向けた漁船の乗組みのあり方等に関する検討会」のとりまとめ（平成３０年2月）において、漁期の終了時期が不確定な
漁業の漁船員に対し、臨時試験を活用して受験機会を提供する方針が示されたことを受け、臨時試験を活用したスキームを創設。

本スキームの対象となる臨時試験は、4級海技士（航海）及び内燃機関4級海技士（機関）より下級を対象として行われる臨時試験で
あって、臨時試験の主催者から、漁船員の追加受入れについて承諾が得られた臨時試験とする。
※口述試験については、試験会場の確保及び海技試験官が対応可能な場合に限り実施する。

【概要】臨時試験への漁船員の追加受入れ
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